
　

　時下、ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。

　平素は、当協会の運営ならびに適正化事業の推進につき格別のご理解と

ご協力を賜わり誠にありがとうございます。

　さて、国土交通省では、本年３月にまとめた「事業用自動車総合安全

プラン2009」（別紙概要) を踏まえて、事故削減、事後チェック機能の

強化および輸送の安全向上を図るため、本年１０月１日から監査方針、

処分基準等を改正しました。

　つきましては、その内容についての理解を深めていただくため、下記

のとおり｢説明会｣を開催いたしますので、何かとご多用のところを誠に

恐縮ですが、多数のご参加賜わりますよう、よろしくお願い申しあげます。

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　記

１. 日　　時　平成２１年１１月１８日（水）午後２時～４時（予定）　

２. 場　　所　      大阪市中央区城見１－３－７

　　　　　　　　　 「松下ＩＭＰホール」

　　　　　　　　　　℡．（０６）６９４１－０９４１

３. 講　　師　近畿運輸局担当官

４. 参 加 費  無  料 

５. 申込方法  平成２１年１１月１０日(火)までに別紙申込書によりFAXでお

　　  　　　　申し込みください。

※お問い合わせ先：適正化事業部　℡.（０６）６９６５－４０２４
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